
事前相談

～ 和歌山県ＨＡＣＣＰ認証制度手続きフロー ～

申請

• 添付書類を保健所（支所）に提出
• 保健所等は認証基準に適合するか確認
• 概ね書類が整うまで確認と訂正を繰り返す

立入検査
（１回目）

• 申請書、県証紙、添付書類を保健所等に提出

立入検査
（２回目）

認証書の交付

認
証
ま
で
の
事
務

※１回目の立入検査の際に認証基準への適合が確認され、
１月以上の記録が確認でき衛生管理が適切であった場
合は２回目の検査を省略可

• 運用状況が適正でない場合は必要に応じ再度立入検査
を実施

（有効期間３年）

• 認証基準に適合しない場合等は是正措置を求め、
改善を確認

認
証
ま
で
の
事
務 1か月以上経過後


